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当事者の表示

別紙当事者目録記載のとおり

司法修習生に対する給費制廃止違憲訴訟上告事件

訴訟物の価格■■■円

貼用印紙額'三－ 周

東京高等裁判所は，上記当事者間の同裁判所平成29年（ネ）第4781号司法

修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求控訴事件について，平成30年5月16

日，判決を言い渡し，上告人らは同日，同判決の送達を受けた。上告人らは，同判

決に全部不服であるから，上告する。
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原判決の表示

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

１
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上告の趣旨

原判決を破棄し， さらに相当の裁判を求める。
守

上告の理由

追って上告理由書を提出する。
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上告受理申立書

平成30年5月28日
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当事者の表示

別紙当事者目録記載のとおり

司法修習生に対する給費制廃止違憲訴訟上告事件

訴訟物の価格■■■円

貼用印紙額■■■■■■円

東京高等裁判所は，上記当事者間の同裁判所平成29年（ネ）第4781号司法

修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求控訴事件について，平成30年5月16

日，判決を言い渡し，申立人らは同日，同判決の送達を受けた。申立人らは，同判

決に全部不服であるから，上告受理の申立てをする。
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原判決の表示

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

１
２

上告の趣旨

本件上告を受理する。

原判決を破棄し， さらに相当の裁判を求める。
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上告の理由

追って理由書を提出する。
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当事者等 別紙当事者目録記載のとおり
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原判決の表示
O C●

東京高等裁判所平成29年（ネ）第4781号（平成30

年5月16日判決）
字 ●

裁判官全員一致の意見で，欲のとおり決定。

第1 主文

1 本件上告を棄却する。

2本件を上告審として受理しない。
｡ a 申

3上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

第2理由
『

1 上告について
0 ●

● ｡

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法31
●

2条1項又は2項所定の場合に限られるところ，本件上告の理由は，明らか

に上記各項に規定する事由に該当しない。
む め

2上告受理申立てについて

●

6

本件申立ての理由によれば，本件は，民訴法318条1項により受理すべ

きものとは認められない。

令和1年7月10日

最高裁判所第二小法廷
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